
議案第９号 

 

川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和６年 ２ 月１３日提出           

川崎市長 福 田 紀 彦        

 

川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例の一部

を改正する条例 

川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例（昭和４６

年川崎市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第７９条第２号を削り、同条第３号中「第６条の２の２第５項」を「第６条

の２の２第４項」に、「第８８条第３号」を「第８８条第２号」に改め、同号

を同条第２号とし、同条第４号中「第６条の２の２第６項」を「第６条の２の

２第５項」に、「第８８条第４号」を「第８８条第３号」に改め、同号を同条

第３号とし、同条第５号中「第６条の２の２第７項」を「第６条の２の２第６

項」に、「第８８条第５号」を「第８８条第４号」に改め、同号を同条第４号

とし、同条第６号中「第８８条第７号」を「第８８条第６号」に、「第８８条

第６号」を「第８８条第５号」に改め、同号を同条第５号とし、同条第７号か

ら第１４号までを１号ずつ繰り上げる。 

第８４条第１号中「第４号」を「第３号」に改め、同条第３号中「第７９条



第９号」を「第７９条第８号」に改め、同条第４号中「第７９条第１０号」を

「第７９条第９号」に改め、同条第５号中「第７９条第１２号及び第１３号」

を「第７９条第１１号及び第１２号」に改める。 

第８８条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第９号までを１

号ずつ繰り上げる。 

第９５条第１号中「第４号」を「第３号」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

児童福祉法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定する

ものである。 




